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第２３期第５回新居浜市農業委員会総会議事録 
 

１ 会議の日時及び場所 

（１）会議の日時 平成２９年１１月６日（月曜日）１３：３０～１４：４３ 

（２）会議の場所 市庁舎 ５階 大会議室 

２ 会議に出欠席した委員数及び氏名等 

（１）農業委員 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（２）農地利用最適化推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）欠席委員   ２人 

   農業委員   第 ３ 番    藤 田 幸 正 

   農業委員    第１８番   松 本 勝 美 

３ 会議に出席した事務局職員 

    事 務 局 長   鴻  上  幸  広       事務局 次長    横  川  俊  彦 

事務局 次長   原      道  樹       農 政 係 長  山之内 奈緒美 

農 地 係 長   田 中 賢 禅     主    事  池 田 有 里 

臨 時 職 員   中 山 麻 美 

 

４ 傍聴者     

   な し 

 

第 １ 番   山 下   元 

第 ２ 番   石 山 敏 夫 

第 ４ 番   岩 崎 紀 生 

第 ５ 番    小 野 義 尚 

第 ６ 番   寺 尾 俊 行 

第 ７ 番    横 井 直 次 

第 ８ 番   藤 田 健太郎 

第 ９ 番      矢 野 重 明 

第１０番   藤 田 幸  

 

第１１番   近 藤 美喜男 

第１２番   小 野 春 雄 

第１３番   曽我部 英 敏 

第１４番   合 田 有 良 

第１５番   池 田 辰 夫 

第１６番   伊 藤 愼 吾 

第１７番   渡 邊 勝 俊 

第１９番   山 口 三七夫 

 

 

第 ８ 番   宇 野 賀津美 

第 ９ 番    田 坂 健 次 

第１０番   眞 鍋 哲 哉 

第１１番   寳 田 正 司    

第１２番   守 谷 博 明 

第１３番   飯 尾 象 司 

第１４番   西 原   實 

第１５番   久 枝 啓 一 

 

第 １ 番   神 野 克 史 

第 ２ 番   岡 田   充 

第 ３ 番    岡 部 正 明 

第 ４ 番   村 上 壽 一 

第 ５ 番    高 橋   繁 

第 ６ 番   井 下 八 郎 

第 ７ 番   髙 橋 眞 次 
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５ 議事日程 

農地法第３条、第４条、第５条申請関係等の審議について 

新居浜市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針について 

農地パトロールの結果について 

農地基本台帳調査について 

                    ◇             

   １３時３０分開会 

○原次長        御起立ください。礼。御着席ください。 

総会に先立ちまして、委員の出席状況を御報告いたします。 

農業委員１７人・推進委員１５人でございます。 

よって、過半数に達しており、この会が成立していることを

御報告いたします。 

なお、本日は会長が公務により欠席ですので、議長を会長代

理にお願いしております。それでは、会長代理よろしくお願い

します。 

曽我部会長代理   皆さん、こんにちは。 

祭り前からの長雨で、１０日間ずっと雨が続いておりまし

た。ヒノヒカリを刈り遅れた方から、非常に状態が悪くなった

と聞いております。今年はカメムシの発生も多く、水稲や果樹

にも影響が出ております。私の所では、後のニコマルの方は、

防除をやっていたら、やられておりませんでした。やはり、作

物というのは、きっちりした防除や、土作りが大事だなと切に

感じました。 

それでは、ただいまから平成２９年 第５回新居浜市農業委

員会総会を開会いたします。 

まず、農地関係の議案につきましては、議案第１号及び議案

第２号となっております。 

  農政関係は、「新居浜市農業委員会農地等の利用の最適化の

推進に関する指針等」についてを議題といたします。 

なお、本日の議事録署名委員でございますが、会議規則第１

９条の規定により、会長代理において、

喜男委員を指名いたします。両委員さんよろしくお願いいたし

ます。 

これより農地関係の議案の審議に入ります。 

議案書目次をお開きください。 

議案中、第１号及び第２号は意見事項となっております。加
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えまして参考事項が１件ございます。 

  １ページをご覧ください。 

         議案第１号「農地の転用について」を議題に供します。事務

局から議題の説明をお願いします。 

○田中係長       議案第１号は、農地法第４条第１項の規定による農地転用の

申請で、申請件数は１件です。 

   ２ページをお開きください。 

  １２番、大生院、字本村、畑１筆、申請人は、（１－１）さ

ん。 

  内容は、自己住宅１０３．２６平方メートル、農地区分は、

その他の農地である第２種農地と判断されます。 

  以上、１２番の事案の一般基準につきましては、転用行為が

遂行される確実性などが申請書および土地改良区の意見書等

の添付資料によって認められることを、事務局よりご報告させ

ていただいて、ご審議の程よろしくお願いします。 

曽我部会長代理 以上、１２番について質疑に入ります。 

        御意見、御質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

曽我部会長代理 ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

曽我部会長代理 御異議なしと認めます。よって、議案第１号「農地の転用に

ついて」を許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

  ３ページをご覧ください。 

  議案第２号「農地の転用を伴う所有権移転等について」を議

題に供します。事務局からの説明をお願いします。 

○田中係長  議案第２号は、農地法第５条第１項の規定による農地転用の申請

で、申請件数は、１５件です。 

４ページをお開きください。 

        １５０番、新須賀町一丁目、畑１筆、譲受人は、（２－１）さん。 

   内容は、自己住宅 ５５．０６平方メートル、農地区分は、用途地域

であるため第３種農地であると判断され、区分は、使用貸借権で期

間は永年です。 

１５１番、船木 字東国領、畑１筆、譲受人は、（２－２）さん外１

名。 

内容は、自己住宅 １１３．４４平方メートル、農地区分は、昭和４０
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年から４１年にかけて土地改良事業である圃場事業が実施されたた

め第１種農地と判断され、区分は、使用貸借権で期間は永年です。 

なお、農地区分が第１種農地でありますので、補足説明をい

たします。 

申請地については、土地改良事業が実施された農地であっ

て、第２・３種農地に該当しないため農地区分の位置づけは第

１種農地になります。 

この第１種農地は、原則転用ができないのでありますが、一

部例外で許可が認められております。 

今回の事案につきましては、申請地周辺にすでに集落が形成

されており、その集落に接続して自己住宅を建築しようとする

ものであり、これが農地法の運用基準であります「住宅その他

申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活

上又は業務上必要な施設で集落し接続して設置されるもの」に

該当します。 

また、代替性の要件についても、土地の選定理由などにより

第1種農地である本申請地の転用することについて正当な理由

が存在することから今回の転用申請についてはやむを得ない

と判断しております。 

１５２番、中村松木二丁目、畑１筆、譲受人は、（２－３）さん。 

内容は、貸し露天資材置場・貸し駐車場、農地区分は、その他の

農地である第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

５ページをご覧ください。 

１５３番、北内町二丁目、田１筆、譲受人は、（２－４）さん。 

内容は、太陽光発電施設、農地区分は、用途地域であるため第

３種農地であると判断され、区分は、所有権移転です。 

１５４番、角野 字新田、畑１筆、譲受人は、（２－５）さん。 

内容は、宅地拡張、一体利用地として、宅地 ２３１．５８平方メー

トルがあり、農地区分は、その他の農地である第２種農地と判断さ

れ、区分は、所有権移転です。 

１５５番、角野 字新田、畑１筆、譲受人は、（２－６）さん。 

内容は、貸し住宅（１戸） ３４．７８平方メートル、農地区分は、そ

の他の農地である第２種農地と判断され、区分は、所有権移転で

す。 

６ページをお開きください。 

１５６番、桜木町、畑１筆、譲受人は、（２－７）さん。 
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内容は、貸し露天駐車場、農地区分は、その他の農地である第２

種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

１５７番、高田一丁目、畑２筆、譲受人は、（２－８）さん。 

内容は、農地への進入路、一体利用地として、田 １，１３７．００

平方メートルがあり、農地区分は、その他の農地である第２種農地と

判断され、区分は、所有権移転です。 

１５８番、横水町、畑１筆、譲受人は、（２－９）さん。 

内容は、自己住宅 １０７．６５平方メートル、農地区分は、用途地

域であるため第３種農地であると判断され、区分は、所有権移転で

す。 

７ページをご覧ください。 

１５９番、萩生 字旦ノ上、田１筆、譲受人は、（２－１０）さん。 

内容は、自己住宅 ７０．５８平方メートル、農地区分は、用途地

域であるため第３種農地であると判断され、区分は、所有権移転で

す。 

１６０番、阿島一丁目、畑１筆、譲受人は、（２－１１）さん。 

内容は、自己住宅 １０５．６６平方メートル、農地区分は、用途地

域であるため第３種農地であると判断され、区分は、使用貸借権で

期間は永年です。 

１６１番、中村三丁目、畑１筆、譲受人は、（２－１２）さん外１名。 

内容は、自己住宅 ７２．８６平方メートル、一体利用地として、宅

地 ４３．９８平方メートルがあり、農地区分は、用途地域であるため

第３種農地であると判断され、区分は、使用貸借権で期間は永年で

す。 

８ページをお開きください。 

１６２番、沢津町三丁目、畑１筆、譲受人は、（２－１３）さん。 

内容は、貸し露天駐車場、一体利用地として、宅地 １，４４９．０２

平方メートルがあり、農地区分は、その他の農地である第２種農地と

判断され、区分は、所有権移転です。 

１６３番、新須賀町二丁目、畑１筆、譲受人は、（２－１４）さん。 

内容は、自己住宅 ５２．１７平方メートル、農地区分は、その他の

農地である第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

１６４番、新須賀町二丁目、畑１筆、譲受人は、（２－１５）さん。 

内容は、自己住宅 ５９．６２平方メートル、農地区分は、その他の農

地である第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

以上、１５０番から１６４番の事案の一般基準につきまして
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も、転用行為が遂行される確実性などが申請書および土地改良

区の意見書等の添付資料によって認められることを、事務局よ

りご報告させていただいて、ご審議の程よろしくお願いしま

す。 

曽我部会長代理 ありがとうございました。以上、１５０番から１６４番につ

いて質疑に入ります。 

        御意見、御質問はございませんか。矢野委員、どうぞ。 

矢野委員        １５３番について質問です。１，２１３平方メートルで開発

なしとありますが、間違いないでしょうか。 

○田中係長       太陽光発電施設につきましては、建築物がなく、構築物です

ので、 

１，０００平方メートルを超えても、特に開発行為は必要あり

ません。 

矢野委員         例えばこれが、２，０００平方メートルや３，０００平方メ

ートルでも必要ないのですか。 

○田中係長       太陽光発電施設であれば必要ありません。倉庫や事務所等の

建物を建築される場合は１，０００平方メートルを超えると開

発行為が必要です。 

矢野委員     わかりました。 

曽我部会長代理  他にございませんか。 

ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

曽我部会長代理 御異議なしと認めます。よって、議案第２号「農地の転用を

伴う所有権移転等について」を許可相当として県知事に意見を

送付いたします。 

曽我部会長代理  ９ページをご覧ください。 

参考事項１は、農地法第１８条第６項の規定による合意解約

についての参考事項ですので、お目通しをお願いします。 

以上をもちまして、農地関係の議案の審議がすべて終了いた

しました。 

          ここで事務局職員が交代いたしますので、暫時休憩といたし

ます。 

（暫時休憩） 

 

曽我部会長代理  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 
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これより農政関係の議題に入ります。本日は、ご案内してお

りましたとおり、新居浜市農業委員会農地等の利用の最適化の

推進に関する指針について、農地パトロールの結果について、

農地基本台帳調査についての３つを議題といたします。先月の

総会において、農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関す

る指針について、委員の意見を聞き事務局の方で再度作成しま

した。また、農地パトロールでは、８月から９月にかけ委員の

皆様には猛暑の中、調査に御尽力いただきありがとうございま

した。まず、指針について事務局から説明をいただきます。 

○横川次長   前回の総会で新居浜市の指針のたたき台についてご意見を頂

きました。今回、ご意見のありました自作する等の回答後も長

期間遊休農地のままになっている土地及び非農地判定につい

て、資料２ページの中央部③の様に追加しました。 

前回の総会でもご説明いたしましたが、農地利用の最適化指

針につきましては、今後の新居浜市農業委員会の活動目標的に

定めるものであり、法的にも拘束されるものではありません。 

ご意見・ご質問等がありましたらお伺いし、出来れば今回の

総会で決定頂ければと考えております。  

以上です。 

曽我部会長代理   ただいま、事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問

はありますでしょうか。合田委員、どうぞ。 

合田委員         一つ、ご検討頂きたいのですが、新規参入者取得面積が 

０，３ｈａとあります。この下段面積については、行政の方で

変更できると聞いております。０，３ｈａとなると、農機具も

そろえなければならないということになり、初期投資が大きい

ので、なかなかハードルが高いと思います。０，１ｈａならば、

小さい農機具でスタートできるので、初期投資が少なくすみま

すので、はじめて農業をしようとする人もやりやすいと思いま

す。それと、市民農園のことです。これは農業委員会でなく、

農林水産課の管轄ですが、化成肥料の使用禁止や、販売の禁止

等市民農園のハードルも高いと思います。そういったハードル

を少しでも下げれば、農業に興味を持つ人が増え、農地の有効

活用につながるのではないかと考えます。以上です。 

曽我部会長代理   合田委員からご意見が出ましたが、これに対して何かござい

ませんでしょうか。矢野委員、どうぞ。 

矢野委員         先程、合田委員がおっしゃられたこと、私も基本的には同じ
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意見なのですが、 ちょっと別の観点からの意見も言わさせて

いただきたい。０，３ｈａは大きいと思う人もいますし、少な

いと思う人もいると思いますが、農機具については、新規就農

するのに、農機具をもってないのは甘いと思います。新規就農

するというのは、農業である程度生計を立てていくというのが

原則ではないでしょうか。私の地区でも、新規就農したいとい

う人の相談にのっていますが、彼は農業の経験はありますが、

雇われて農業をしていたということで、農地は借りることがで

きていますが、農機具はもっていません。農地を借りる先の人

から農機具を借りてやっていって、目途がついてから自分で買

おうと思っているそうです。先日、私にトラクターを貸してく

れというので、もちろん貸しましたが、やはり甘いと思います。

農機具をもってない人が、新規就農するのであれば、共同機械

やリースもあると思いますので、アドバイスをしていくのでも

いいのではないかと思います。以上です。 

曽我部会長代理   ありがとうございます。他にございませんか。ないようでし

たら、私の方からさせて頂きます。新居浜市は、０，３ｈａで

すが、その他はほとんど０，５ｈａです。先ほど、矢野委員の

意見でもありましたが、私の意見としては、０，３ｈａは少な

すぎると思います。本当に専業農業をするつもりなら、０，３

ｈａは最低ラインだと思います。今、国は農地の集約をいって

きております。これをまだ下げていったら、３年後、４年後に

転用をという人が増えてしまうのではないかという懸念があ

ります。そして、今回は０，３ｈａの考えとして指針をまとめ

たという事で、下限面積の審議は、別の会で審議をするという

ことでどうでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

曽我部会長代理   では、そのようにさせて頂きます。もう一つ、市民農園の事

ですが、先ほど合田委員がおっしゃられたように、市民農園の

ことは農林水産課の管轄になりますので、この席ではなかなか

難しいですが、以前よりは規制緩和されたと私は聞いておりま

す。耕作放棄地を少しでも減らそうという事で、農協の方で、

まず一か所農地を借り受けて、有償で「あかがねファーム」を

開設しました。今年また、上部で一か所やりたいと考えており

ます。少しでも、耕作放棄地の解消に向けて動いていきたいと

思っております。市民農園の規約については事務局の方から、
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農林水産課の方へ確認をとっていただけたらと思っておりま

す。それでは、今回事務局から提案いただいた指針の内容で決

定させて頂いてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

曽我部会長代理   それでは、そのようにさせて頂きます。続きまして、農地パ

トロールについて、事務局より説明をいただきます。 

〇山之内係長     委員の皆様には、８月から９月の大変暑い中、またお忙しい

中、農地の調査を行っていただき、誠にありがとうございまし

た。事前にお配りしております農業委員会農政関係資料の５ペ

ージをご覧下さい。上の表は、昨年の調査を行った結果を基に

作成したものです。 

下の表は、今年度の調査を基に、遊休農地の面積と農地面積

に占める遊休農地の割合を表にしたものです。 

この数値につきましては、営農再開や保全管理のないものの

合計を農協の支所ごとに算出しております。 

                まず、上の表の平成２８年度の調査結果からご説明致しま

す。新居浜市の農地面積は１４，３１４，６１５．３８平方メ

ートル、そのうち遊休農地面積は７９２，６０２．２９平方メ

ートルで、農地面積に占める割合は約５．５４パーセントでご

ざいます。 

遊休農地のすべて、区分１緑（人力、農業用機械で草刈等を

行うことにより、耕作が再開できる農地）は７９２，６０２．

２９平方メートルとなっております。 

次に、下段の表の平成２９年度の調査結果をご覧ください。

本所、遊休農地が３１筆、２１，６７８平方メートル、農地全

体は７８８，９７８．０３平方メートル遊休農地の割合は２．

７５パーセント。 

高津支所、８筆、８，７７１平方メートル、全体面積が８４

０，６７７．７５平方メートル、割合は１．０４パーセント。 

垣生支所、４５筆、３１，２６６平方メートル、全体面積７

７５，４７４．４４平方メートル、割合は４．０３パーセント。 

神郷支所、５４筆、３４，０４６平方メートル、全体面積 

１，３７６，２０３．７３平方メートル、割合は２．４７パー

セント。 

多喜浜支所、１２５筆、９６，０６０．０９平方メートル、

全体面積１０８５，５１２．１７平方メートル、割合は８．８
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５パーセント。 

船木支所、１７２筆、９４，９０４．９７平方メートル、全

体面積１，７９５，３２１．６６平方メートル、割合は５．２

９パーセント。 

角野支所、１０筆、７，５９１平方メートル、全体面積 

１，００５，２３０．６７平方メートル、割合は０．７６パ

ーセント。 

泉川支所、３８筆、１７，８８６平方メートル、全体面積 

１，４０８，０８８．６９平方メートル、割合は１．２７パー

セント。 

中萩支所、１２７筆、９５，５５１．８０平方メートル、全

体面積２，３３５，７８８．７４平方メートル、割合は４．０

９パーセント。 

大生院支所、６９筆、５８，２８５．１９平方メートル、全

体面積１，３３９，４７７．７０平方メートル、割合は４．３

５パーセント。 

大島支所、４７４筆、２１５，９８３．８２平方メートル、

全体面積７２７，９３７．３８平方メートル、割合は２９．６

７パーセント。 

別子山支所、６７筆、６８，７０１平方メートル、全体面積

７６２，３７７．０９平方メートル、割合は９．０１パーセン

トとなっております。 

新居浜市の農地面積は１４，２４１，０６８．０５平方メー

トル、そのうち遊休農地面積は７５０，７２４．８７平方メー

トルで、農地面積に占める割合は約５．２７パーセントでござ

います。 

遊休農地のすべて区分１緑（人力、農業用機械で草刈等を行

うことにより、耕作が再開できる農地）は７５０，７２４．８

７平方メートルとなっております。 

                平成２８年度と平成２９年度を比較してみますと、遊休農地

は減少しており全体で、６２件、４１，８７７．４２平方メー

トル減少し、農地面積に占める遊休農地の割合としては、約５．

５４パーセントから約５．２７パーセントと約０.２７パーセン

ト減少しています。 

今回の調査により、昨年同様、耕作放棄地判断された所有者、

耕作者の方に、意向調査を実施したいと思っております。今年



11 

 

の意向調査は、昨年意向調査の返事がなく今年も耕作放棄地と

判断された所有者、耕作者、新規に耕作放棄地と判断された所

有者、耕作者の方、昨年は、耕作放棄地ではなかったが、今年

は耕作放棄地と判断された所有者、耕作者に実施したいと思っ

ております。委員さんにお配りしております農地パトロールの

結果のリストと住宅地図をご覧ください。リストには、上段に

所有者、下段に小作人の氏名、遊休農地の地番、地目、面積等

を記入しております。８月から９月にかけて行っていただい

た、農地パトロールの結果で作成しております。お配りしてお

ります住宅地図をご覧ください。今回の調査で耕作放棄地と判

断した箇所等を色塗りした地図です。色につきましては、緑色

が耕作放棄地、オレンジ色が、区分ア（営農再開）、青色が区

分ウ（保全管理）です。リストにある地番を元に地図を見てい

ただいて、その場所を耕作放棄地と判断することに間違いない

かどうか確認をお願いします。意向調査は、年内に発送し、そ

の後みなさんに結果報告を行いたいと考えております。 

また、市内には耕作放棄地予備軍が多数あり、委員さんと共

に今後どのように対応するか協議をしていかなければならな

いと考えておりますので、よろしくお願いします。 

以上で説明を終了します。 

曽我部会長代理  ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等

ございませんか。 

                  大島の調査はどうなっていますか。去年と同じなのですが。 

○山之内係長      大島は調査中です。現地の方にも調査にいってみたいと考え

ております。 

曽我部会長代理    わかりました。他にございませんか。 

（なしの声あり） 

曽我部会長代理   では、次に農地基本台帳調査についてを議題といたします。

まず、事務局から説明をいたさせます。 

○横川次長   農地基本台帳調査の概要について説明いたします。９月にも

概要は説明させていただきましたが、新しく委員となられ、今

回初めて調査をお願いする方も多い事から、前回より詳しくご

説明します。９月総会との重複につきましてはお許しいただき

たいと思います。 

                農地基本台帳は平成２６年に法定化され、整備が法で義務付

けされました。この調査は資料６ページにあります様に、農地
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法第５２条の二により農地基本台帳の整備を行うため実施す

るもので、本年で３回目となります。昨年の調査対象は、 

２,６５３件でした。 

                調査の方法としては、申請書をお渡し頂き、聞き取りや記入

いただいた後回収頂くことです。 

                では、具体的にご説明を進めてまいります。 

農政資料の７、８ページが申請書です。 

                資料９、１０ページは記入例です。これについては調査中に

質問等があった場合にお使いいただくもので、配布頂くもので

はございません。 

それでは資料１１ページ、「平成２９年度農地基本台帳調査

について（依頼）」をご覧ください。 

                中ほどに太字で印刷している、調査要領のところを御覧くだ

さい。 

                まず、1の対象者ですが 

（１）新居浜市に住所を有する人 

（２）年齢２０歳以上の人（平成１０年１月１日までに生ま

れた人） 

（３）１０アール以上の農地で耕作の業務を営む人 

この条件に該当する人となります。 

                次に、２ 申請書につきましては、１２月上旬に、事務局か

ら委員さんのご自宅へお届けする予定です。 

調査していただく調査区につきましては、１３・１４ページ

に調査区一覧表を添付しておりますので、後ほどお目通しをお

願いいたします。なお、調査区につきましては後ほどお願いが

ございます。 

次に、３ 提出期限等についてでございます。例年の通り２

月総会を一応の区切りとさせていただきたいと考えておりま

す。年度内の事業完成のためなるべく期限内にお届け頂きたい

と考えております。契約は若干の余裕をみて期間延長させてい

ただき、契約書の締切日は２月１５日とさせて頂きたいと考え

ております。 

資料９、１０ページを御覧ください。 

４ 申請書の記入方法についてご説明いたします。 

申請書は、平成２９年１２月１日現在の状況を打ち出す予定

としています。昨年の調査結果もあらかじめ打ち出されており
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ますので、変更のある部分を訂正して頂くことが調査の基本と

なります。 

農家の方から、平成３０年１月１日現在の状況を聞き取り、

それらを申請書に記入していただきます。 

                それでは、申請書の具体的な記入方法についてご説明いたし

ます。 

１の「耕作面積」の欄に記載されている面積は、調査票を打

ち出しました時に農地台帳に記載されている耕作面積です。現

在法務局とのデータ突合がまだですので、平成２９年中の相続

等の一部の変更は出来ておりません。変更がある場合には面積

の修正をお願いします。また、平成２９年中に所有権移転や転

用等で、面積に増減があったもので、事務局において把握して

いるものについては、面積は修正しております。経営意向につ

いては該当するものに○を付けていただきます。はっきりとわ

からないという回答もあろうかと思いますが、おおよそでも最

も近いものをお答えいただくようお伝えください。昨年の調査

でも程度が解りにくいとのご意見がありましたが、法定台帳の

記載がこのようになっており、表記の仕方としては直すことが

難しいと考えております。考え方として農業への意欲を示す棒

グラフとして見て、左端を１００・右端を０とし、２５％程度

に区切って、該当する項目を選んで頂くのが順当ではないかと

思います。 

２では「耕作従事日数」の欄と農業従事程度を答えていただ

きます。世帯員それぞれの年間耕作日数と従事程度を聞き取り

ご記入ください。 

                取消する場合は、取り消す人の欄に線を引き、下の余白に取

消理由を記入してください。追加者がいる場合は、手書きで世

帯員の欄に追加する人の名前、続柄、生年月日、性別、耕作従

事日数、従事程度を記入します。追加する場合、お名前・生年

月日等が間違っていると、本人の特定が出来ませんので特にご

注意ください。また追加者が別の台帳に記載されている場合

は、同一台帳になりませんのでご了承いただきたいと思いま

す。 

                ３は主な農機具と農用施設の保有状況です。特に農用施設に

ついては、広さが判らない場合も多いと思いますので、はっき

りとした数値が判らない場合は約何坪等でも結構です。 
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               ４は販売収入についてですので該当のない方は記入無しで

す。また売上順をお聞きするもので、金額ではありません。３

位まで順番をお聞きしていますが、１又は２位で終わる方もお

られます。 

５，６は農地の売買・貸し借りの希望調査ですので、希望の

ない方は意向なしに○を付けて頂くようになります。希望につ

いては具体的な土地がお分かりの場合はその情報をお書き頂

き、そうでない方は意向のみでも結構です。 

なお、昨年の調査で「表札がないため住所が特定できない」  

「調査拒否された」「高齢の為調査に対応できない」等の理由

で事務局から郵送で調査を行う方については、リストとしてお

届けします。また「理由が有って同一台帳に記載できない」「記

載している耕作面積と違う面積を記載している」等についても

リスト化してお届けしますので、調査中質問等がありましたら

お使いいただけたらと思います。 

次に注意点についてご説明いたします。資料１２ページにお

戻りください。 

調査は新居浜市農業委員会の独自のものです。特に個人情報

に関することでございますので、慎重にお取扱い下さいますよ

うお願いいたします。この調査を拒否されても農業台帳から抹

消されることはありません。だだし今後農地ナビや中間管理機

構の利用状況の変化によっては、不利益を被る恐れもあります

ので、出来ればご協力いただけるようお伝えいただけたらと思

います。また申請人に記載内容を十分に確認いただいた上で、

ご提出くださいますよう重ねてお願い申し上げます。 

次に、調査実施の了解を頂けた後の委託契約の説明に移りま

す。資料１５ページ業務委託契約書（案）をご覧ください。 

委託契約を交わしたうえでお願いするのですが、委員さんご

本人とは契約できません。そこで、ご家族の方お１人と契約さ

せていただき、委員さんはその補助者という形で届出していた

だくようになります。 

調査員の氏名の横の押印につきましては、事務局でお預かり

しております印鑑にて押印出来るものについては、事務局で対

応させていただきます。 

また、委託契約を結ぶことになりますので、調査員の方には、

委託料として調査頂いた申請書１枚につき２４０円をお支払
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いする予定です。 

なお、委託契約書を作成いたしますので、それに必要な収入

印紙代２００円を２月の報酬から引き去りさせていただきま

すことをご了承ください。 

委託契約書は、申請書と一緒にお持ちいたします。あわせて

不在連絡票も同封いたします。 

委員の皆様には年末年始のお忙しい時期とは思いますが、例

年の法定調査でございますので、ご協力をよろしくお願いいた

します。 

最後に調査区についてです。今回調査区の変更はあります

が、昨年の振り分けで大まかには対応できると考えておりま

す。ただし以前に委員さんに振り分けをお願いしておりました

「船木」「大生院」「萩生」の３地区では、大字の記載が無い

為現在のままでは事務局で振り分けが不可能です。そこでこの

３地区で振り分けをご希望の方につきまして、会終了後にご相

談をさせて頂きたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

以上をもちまして農地基本台帳調査についての説明を終ら

せていただきます。 

曽我部会長代理  ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等

ございませんか。小野（春）委員、どうぞ。 

小野（春）委員    この申請書の印鑑部分に教えてください。実際に訪問して、

印鑑を押してもらう時に、シャチハタでもいいかと聞かれるこ

とがあります。シャチハタでも問題ありませんか。 

○横川次長        シャチハタでも問題ありませんが、申請書になりますので、

可能であれば、実印でなくともかまいませんので、シャチハタ

以外の認印が望ましいと思います。ですが、申請書もすべて書

いてもらえたのに、あと印鑑がシャチハタしか今はないという

ようなことであれば、シャチハタでもいいのではないかと思い

ます。 

曽我部会長代理    他にございませんか。田坂委員、どうぞ。 

田坂委員   色々な申請書が最近ありますが、この台帳調査の世帯主等の

考え方はどうなっていますか。 

○横川次長        その農家の中心となる人を経営主として、申請者代表の部分

に表示しています。その申請者を世帯主として、その人を中心

としての続柄になります。こちらの方でも、訂正はしておりま

すが、万が一、訂正や修正がある場合は、こちらの方にご連絡
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いただければ、随時訂正させて頂きます。 

曽我部会長代理    外に出ている子供が農業を手伝っている場合、世帯員の中に

入っているのはいいのでしょうか。 

○横川次長        外の世帯にはなっているが、農業を手伝っているということ

であれば、可能な限り世帯に追加しております。ですが、その

追加したい人が、すでに農家番号をもっている場合は追加が出

来ません。それと、１人の人間を２つの農家世帯に同時に登録

はできませんので、どちらか一つの世帯に追加という形を取ら

せていただきます。市外に転出された方も、その先の転出等の

移動が追えませんので、追加はしておりません。 

曽我部会長代理    ありがとうございました。他にございませんか。藤田（健）

委員、どうぞ。 

藤田（健）委員    販売収入について教えてください。自家消費している場合は

どうすればいいでしょうか。 

○横川次長        こちらの対象は、販売収入のみですので、自家消費に関して

は記入頂かなくてかまいません。 

曽我部会長代理  他にございませんか。初めてまわる方が多いと思いますが、

不明な点がございましたら、次回の総会にでも持ってきていた

だけたらと思います。ありがとうございました。本日は、議題

が多く、大変お疲れ様でした。この中で、我々の仕事の中で重

要な部分が今日出たのではないかと思います。               

以上をもちまして、平成２９年第５回新居浜市農業委員会 

総会を閉会いたします。 

御協力ありがとうございました。 
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